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（

）

、

６
月

日

水

に

25

田
島
泰
彦
・
上
智
大
学

教
授
を
は
じ
め
と
し
た

名
の
方
々
が

「
成
城

、

14警
察
署
管
内
、
八
王
子

警
察
署
管
内
で
進
め
ら

れ
て
い
る
民
間
人
（
会

社
）
に
よ
る
リ
ー
ス
方

式
で
の
監
視
カ
メ
ラ
設

置
は
、
住
宅
街
を
通
行

す
る
市
民
を
す
べ
て
犯

罪
予
備
軍
あ
つ
か
い
す

る
も
の
で
あ
り
、
絶
対

に
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
し
て
、
こ
の

事
業
の
中
止
と
カ
メ
ラ

（
約
１
０
０
０
台
）
の

撤
去
を
求
め
て
、
成
城

警
察
署
と
八
王
子
警
察

署
な
ど
に
要
請
書
を
提

監視」ニュース「ＮＯ！
監視社会を拒否する会
共同代表 伊藤成彦・北野弘久・田島泰彦

福島 至・村井敏邦
6-22-16-805連絡先 東京都中野区本町〒 164-0012

Tel 03-5328-0656 Fax 03-5328-0657

（

）
。

出
し
ま
し
た

要
請
書
は

・

に
掲
載

4P

5P

こ
の
要
請
に
は
研
究
者
・
弁
護
士
・
八
王
子

市
議
会
議
員
ら

名
が
賛
同
し
て
い
ま
す
。

94

要
請
書
で
は

「
繁
華
街
で
あ
ろ
う
と
、
住

、

宅
街
で
あ
ろ
う
と
、
現
に
犯
罪
が
発
生
し
た

直
後
で
な
い
か
ぎ
り
、
公
共
空
間
を
通
行
す

る
市
民
を
、
本
人
の
承
諾
な
し
に
撮
影
し
録

画
す
る
こ
と
自
体
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権

利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法

条
違

13

反
で
す
」
と
、
監
視
カ
メ
ラ
の
ほ
と
ん
ど
が

憲
法
違
反
だ
と
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

警
視
庁
に
よ
る
リ
ー
ス
方
式
の
監
視
カ
メ
ラ

警
視
庁
は
、
成
城
警
察
署
や
八
王
子
警
察

署
管
内
で
、
一
般
の
民
家
や
民
間
会
社
に
監

視
カ
メ
ラ
を
設
置
さ
せ
て
、
一
般
住
宅
路
を

通
行
す
る
市
民
を
撮
影
し
た
録
画
記
録
を
警

察
に
提
供
さ
せ
る
と
い
う
監
視
強
化
の
新
た

な
方
式
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
八
王
子
署
管

内
で
は
す
で
に
３
５
０
台
（
２
０
０
７
年

７
月
現
在
）
設
置
さ
れ
て
お
り
、
２
０
０

９
年
度
ま
で
に
１
０
０
０
台
設
置
す
る
計

画
で
す
。
す
で
に
２
０
０
５
年
秋
に
、
こ

の
方
式
を
初
め
て
実
施
し
た
世
田
谷
区
・

成
城
署
管
内
で
は
、
６
０
７
台
（
２
０
０

８
年
１
月
現
在
）
の
監
視
カ
メ
ラ
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
カ
メ
ラ
は
、

住
民
が
月
額
１
万
円
程
度
の
リ
ー
ス
料
を

負
担
し
て
設
置
し
、
録
画
記
録
は
住
民
が

一
週
間
か
ら

日
間
程
度
保
存
し
、
警
察

10

か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ
た
ら
提
供
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す

（
２
０
０
７
年
８

。

月

日
付
毎
日
新
聞
記
事
を

に
掲
載
）

24

3P

は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
監
視
カ
メ
ラ
網

こ
れ
ま
で
警
視
庁
は
、
新
宿
歌
舞
伎
町

・
渋
谷
・
池
袋
・
上
野
・
六
本
木
に
警
察

直
轄
の
「
街
頭
防
犯
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム
」
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e-mail kansi-no@pf7.so-net.ne.jp URL http://www009.upp.so-net.ne.jp/kansi-no/

一
般
住
宅
街
へ
の
民
間
に
よ
る
警
察
提
供
用
監
視
カ
メ
ラ
設
置
事
業
の
中
止
を
求
め
て

六
月
二
五
日

成
城
・
八
王
子
警
察
署
な
ど
へ
要
請
書
を
提
出
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を
設
置
し
、
ま
た
繁
華
街
の
商
店
街
に
は
監

視
カ
メ
ラ
設
置
を
奨
励
し
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
い
よ
い
よ
一
般
の
住
宅
路
に
ま
で
、

監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
に
の
り
だ
し

て
い
ま
す
。
予
算
を
縮
減
し
、
か
つ
「
安
全

・
安
心
」
の
名
目
で
住
民
を
相
互
監
視
シ
ス

テ
ム
に
組
み
込
む
と
い
う
一
石
二
鳥
を
ね
ら

っ
て
あ
み
だ
し
た
新
方
式
が
、
こ
の
住
民
リ

ー
ス
方
式
の
カ
メ
ラ
設
置
で
す
。
こ
の
方
式

が
他
の
警
察
署
管
内
に
普
及
し
て
い
け
ば
、

東
京
都
内
全
域
に
監
視
カ
メ
ラ
網
が
は
り
め

ぐ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
ち
な
み

。

に
、
都
内
で
警
視
庁
直
轄
の
カ
メ
ラ
は
１
５

０
台
、
そ
の
他
、
自
治
体
・
商
店
街
に
約
２

千
台
、
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
等
に
約
６
万

５
千
台
、
交
通
機
関
に
約
１
万
３
千
台
設
置

さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す

）
。

恐
る
べ
き
「
人
間
Ｎ
シ
ス
テ
ム
」

し
か
も
今
、
警
視
庁
は

「
３
次
元
顔
形

、

状
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
自
動
照
合
シ
ス
テ
ム
」
を

２
０
１
０
年
度
に
試
験
運
用
す
る
計
画
を
決

定
し
、
準
備
を
は
じ
め
ま
し
た
。
街
頭
の
監

視
カ
メ
ラ
の
映
像
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
警
視
庁

の
中
央
サ
ー
バ
ー
に
接
続
し
、
あ
ら
か
じ
め

登
録
し
て
お
い
た
顔
デ
ー
タ
（
手
配
犯
も
し

く
は
掌
握
し
た
い
人
物
の
立
体
画
像
）
と
合

致
す
る
人
物
が
撮
影
範
囲
を
通
る
か
ど
う
か

、

（

）

、

を

瞬
時

百
分
の
一
秒

に
自
動
照
合
し

ヒ
ッ
ト
し
た
ら
当
該
警
察
署
や
警
察
官
に
通

報
す
る
と
い
う
恐
る
べ
き
シ
ス
テ
ム
で
す
。

試
験
運
用
す
る
モ
デ
ル
地
区
は
、
都
心
や
大

規
模
集
客
施
設
、
空
港
な
ど
か
ら
選
定
す
る

。

、

と
さ
れ
て
い
ま
す

将
来
こ
の
シ
ス
テ
ム
が

繁
華
街
や
商
店
街
・
コ
ン
ビ
ニ
・
デ
パ
ー
ト

・
ホ
テ
ル
・
書
店
な
ど
の
カ
メ
ラ
だ
け
で
な

く
、
普
通
の
住
宅
路
に
ま
で
導
入
さ
れ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
さ
に
「
人
間
Ｎ
シ
ス

テ
ム
」
の
完
成
で
す
。
住
宅
路
へ
の
リ
ー
ス

方
式
の
監
視
カ
メ
ラ
設
置
は

「
人
間
Ｎ
シ

、

ス
テ
ム
」
づ
く
り
の
基
盤
と
な
る
も
の
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。

後
検
索
の
怖
ろ
し
さ

あ
と
け
ん
さ
く

「
自
分
は
悪
い
こ
と
は
し
て
い
な
い
か
ら

カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ
記
録
さ
れ
て
い
て
も
平

気
だ

、
と
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

」

し
か
し
、
こ
う
い
う
考
え
は
ま
っ
た
く
甘
い

も
の
で
す
。
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
録
画
は
、
い

く
ら
時
間
が
経
っ
て
も
劣
化
し
な
い
た
め
、

一
旦
録
画
さ
れ
た
映
像
は
半
永
久
的
に
残
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
に
は
、
そ
の
時
に

は
誰
に
見
ら
れ
て
も
平
気
な
は
ず
の
映
像

が
、
数
年
あ
る
い
は
十
数
年
経
っ
た
ら
都
合

の
悪
い
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
今
、
Ａ
と
い
う
会
社
と
良
好
な
関
係
で

つ
き
あ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
数
年
後
に
Ａ

と
対
立
関
係
に
あ
る
Ｂ
と
い
う
会
社
と
取
り

引
き
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
Ａ
会
社
と
取

り
引
き
し
て
い
た
こ
と
は
Ｂ
会
社
に
は
知
ら

れ
た
く
な
い
こ
と
が
ら
に
転
化
し
ま
す
。
個

人
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
お
い
て
も
同

様
で
す
。
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
よ
う

に
顔
画
像
を
元
に
、
過
去
の
保
存
映
像
を
コ

（

）

、

ン
ピ
ュ
ー
タ
で
検
索

＝
後
検
索

す
れ
ば

い
つ
・
誰
と
一
緒
に
い
た
か
が
す
べ
て
判
明

し
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
記
録
が
何

か
の
機
会
に
公
表
さ
れ
る
の
を
嫌
が
ら
な
い

人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
を
買
っ

た
か
、
誰
と
、
ど
こ
を
歩
い
て
い
た
か
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
録
画
映
像
を
保
持
す

る
主
体
（
警
察
）
に
提
供
し
て
し
ま
う
と
、

第２１号 2008年 8月6日
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警
察
に
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
オ
ー
プ
ン
す

る
か
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
握
ら
れ
ま
す

何
。「

も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
か
ら
平
気

、
」

と
は
い
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

２
０
０
６
年
３
月
に
、
１
９
９
９
年
当
時

の
Ｎ
シ
ス
テ
ム
（
自
動
車
ナ
ン
バ
ー
自
動
読

取
シ
ス
テ
ム
）
の
大
量
の
記
録
が
、
愛
媛
県

警
の
警
察
官
の
私
有
パ
ソ
コ
ン
か
ら
フ
ァ
イ

ル
交
換
ソ
フ
ト
「
ウ
ィ
ニ
ー
」
を
介
し
て
流

出
し
ま
し
た
。
新
潟
県
で
は
、
警
察
幹
部
が

Ｎ
シ
ス
テ
ム
の
記
録
を
不
正
に
利
用
し
て
部

下
を
辞
任
に
追
い
込
む
と
い
う
と
ん
で
も
な

い
事
件
も
発
覚
し
て
い
ま
す
（
１
９
９
９

年

。
警
察
は
、
自
動
車
ナ
ン
バ
ー
の
デ
ー

）
タ
は
「
一
定
期
間
経
過
後
は
消
去
さ
れ
る
」

「
目
的
外
利
用
は
し
な
い
」
と
言
っ
て
ま
す

が
、
そ
れ
が
ア
テ
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明

ら
か
で
す
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
警
察
が
録

画
記
録
を
事
後
的
に
検
索
す
る
「
後
検
索
」

の
怖
ろ
し
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

成
城
・
八
王
子
警
察
署
は
た
だ
ち
に
カ
メ
ラ

設
置
を
中
止
せ
よ

一
般
の
住
宅
路
に
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置

し
、
す
べ
て
の
市
民
を
、
犯
罪
予
備
軍
と
見

な
し
て
、
常
時
監
視
す
る
こ
と
は
、
人
権
侵

害
も
は
な
は
だ
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
人
権
無
視
の
監
視
シ
ス
テ
ム
を
拡

大
す
る
警
察
に
よ
る
住
宅
街
へ
の
リ
ー
ス
方

式
の
カ
メ
ラ
設
置
は
、
絶
対
に
認
め
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

八王子警察署の住民リース方式の監視カメラ設置計画

を報道した毎日新聞記事（２００７年８月２４日）
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２００８年 ６月２５日

要 請 書

世田谷区長 殿

成城警察署長 殿

八王子市長 殿

八王子警察署長 殿

成城警察署管内、八王子警察署管内で進められている民間人（会社）によるリ

ース方式での監視カメラ設置は、住宅街を通行する市民をすべて犯罪予備軍あつ

かいするものであり、私たちは絶対に認めることができません。

、 、 、繁華街であろうと 住宅街であろうと 現に犯罪が発生した直後でないかぎり

公共空間を通行する市民を、本人の承諾なしに撮影し録画すること自体が、プラ

イバシーの権利を侵害するものであり、憲法１３条違反です。このことは、１９

６９年１２月２４日の京都府学連デモ事件・最高裁判決で明らかです。

人権侵害のリース方式でのカメラ設置事業をただちに中止し、すでに設置した

カメラを撤去するよう、ここに強く求めるものです。

田島泰彦（上智大学教授）足立昌勝（関東学院大学教授）石村耕治（ＰＩＪ

） （ ）[ ]代表 石村善治 福岡大学名誉教授プライバシー・インターナショナル・ジャパン

（ ） （ ） （ ）伊藤成彦 中央大学名誉教授 上原公子 前国立市長 右崎正博 獨協大学教授

小田中聰樹（東北大学名誉教授）北野弘久（日本大学名誉教授）

斎藤貴男（ジャーナリスト）清水雅彦（札幌学院大学教授）福島 至（龍谷大学

教授）星野安三郎（東京学芸大学名誉教授）村井敏邦（龍谷大学教授）

賛同人

相磯まつ江（弁護士）赤嶺政賢（衆議院議員）浅見輝男（茨城大学名誉教授）

荒川 亘（八王子平和遺族会）飯田泰雄（鹿児島大学名誉教授）井口秀作（大東

文化大学教授）石川 濶（元大学教員）石川裕一郎（聖学院大学准教授）

石塚 聡（月刊「マスコミ市民」編集長）石村 修（専修大学教授）伊東秀子（弁

護士）井上睦子（八王子市議会議員）井之脇寿一（弁護士）浦田一郎（明治大学

教授）浦田賢治（早稲田大学名誉教授）榎澤幸広（中央学院大学商学部講師）

）榎本知子（八王子・生活者ネットワーク政策委員長）大川一夫（弁護士

大久保史郎（立命館大学法科大学院教授）大澤善信（関東学院大学教授）
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太田真美（弁護士）大山儀雄（元中央学院大学教授）大脇雅子（弁護士）

岡本篤尚（神戸学院大学教授）小口恭道（弁護士）加藤晋介（弁護士）

川村美恵子（八王子市議会議員）木嶋日出夫（弁護士）葛野尋之（立命館大学教

授 倉持孝司 甲南大学教授 河野 聡 弁護士 小関傳六 弁護士 小竹 聡 拓） （ ） （ ） （ ） （

殖大学教授）小塚陽子（弁護士）小林 武（愛知大学教授）小牧純爾（金沢大学

名誉教授）小松 浩（神戸学院大学法学部教授）薦田伸夫（弁護士）斎藤一久（東

京学芸大学准教授）斎藤 驍（弁護士）斉藤小百合（恵泉女学園大学教授）

斎藤 司（愛媛大学法文学部講師）齊藤正俊（弁護士）齋藤 裕（弁護士）

斎藤義子（市民）佐藤昭夫（早稲田大学名誉教授）佐藤哲之（弁護士）佐藤典子

（弁護士）澤藤統一郎（弁護士）志田陽子（武蔵野美術大学造形学部教授）

柴田五郎（弁護士）柴田高好（東京経済大学名誉教授）正野嘉人（弁護士）

白藤博行（専修大学教授）陣内泰子（八王子市議会議員）菅谷琢磨（八平連）

鈴木隆史（徳島大学名誉教授）鈴木博康（九州国際大学法学部准教授[刑法]）

曽根はじめ（都議会議員）平 和元（弁護士）田口富久治（名古屋大学名誉教授）

武村二三夫 弁護士 立山紘毅 山口大学教授 丹治初彦 弁護士 千葉恵子 弁（ ） （ ） （ ） （

護士）寺崎昭義（弁護士）豊崎七絵（九州大学准教授）中野 新（弁護士）

永見寿実（弁護士）中村順英（弁護士）新村繁文（福島大学教授）西澤圭助（弁

護士）西谷 敏（近畿大学法科大学院教授）丹羽雅雄（弁護士）根森 健（東洋大

学教授）萩尾健太（弁護士）林 千春（弁護士）比嘉康光（立正大学教授）

日隅一雄（弁護士）日森文尋（衆議院議員）廣瀬理夫（弁護士）福士敬子（都議

会議員）本田 稔（立命館大学法学部教授）丸山重威（関東学院大学教授）

水永誠二（弁護士）宮本弘典（関東学院大学教授）武藤糾明（弁護士）毛利正道

（弁護士）森 英樹（龍谷大学教授）矢澤曻治（弁護士）山崎吉男（弁護士）

米倉 勉（弁護士）ローレンス・レペタ（大宮法科大学院大学教授）渡辺千古（弁

） （ ）護士 賛同人９４名

連絡先

上智大学文学部新聞学科 田島泰彦研究室

〒１０２－８５５４ 東京都千代田区紀尾井町７－１

ＴＥＬ ＦＡＸ ０３－３２３８－３６２８&

監視社会を拒否する会

〒１６４－００１２ 東京都中野区本町６－２２－１６－８０５

ＴＥＬ０３－５３２８－０６５６ ＦＡＸ０３－５３２８－０６５７
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３
月

日
の
東
京
都
議
会
の
警
察
・
消
防

17

委
員
会
で
、
警
視
庁
が
進
め
て
い
る
「
３
次

元
顔
形
状
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
自
動
照
合
シ
ス
テ

ム
（
顔
照
合
シ
ス
テ
ム

」
計
画
に
つ
い
て

）

都
議
会
議
員
が
質
問
し
、
警
視
庁
幹
部
が
答

弁
し
ま
し
た
。
都
議
会
の
委
員
会
で
こ
の
計

画
が
審
議
さ
れ
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で

す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
自
治
体
や
民
間
設

置
の
カ
メ
ラ
が
撮
影
し
た
顔
画
像
を
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
警
視
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信

さ
せ
、
警
視
庁
が
保
有
し
て
い
る
デ
ー
タ

（

指
名
手
配
犯
や
テ
ロ
リ
ス
ト
と
疑
わ

「
れ
る
人
物
」
の
顔
写
真
を
立
体
画
像
に
復

元
し
た
デ
ー
タ
）
と
百
分
の
一
秒
で
自
動

「
『

照
合
す
る
も
の
、
と
さ
れ
て
お
り
（

10

年
後
の
東
京
』
へ
の
実
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
２
０

０
８
」
な
ど

、
個
人
識
別
シ
ス
テ
ム
を
導

）

入
し
た
初
の
警
視
庁
直
轄
の
監
視
カ
メ
ラ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想
で
す
。
２
０
１
０
年
度
に

「
モ
デ
ル
地
区
」
で
試
験
運
用
を
開
始
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
、
準
備
が
既
に
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

公
共
空
間
を
移
動
す
る
市
民
を
、
事
件
が

発
生
し
て
も
い
な
い
の
に
、
本
人
の
承
諾
な

し
に
、
監
視
カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
こ
と
は
、

本
来
、
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
い
わ
ん
や
、

そ
の
顔
画
像
を
、
警
視
庁
に
送
信
さ
せ
・
登

録
デ
ー
タ
と
照
合
す
る
こ
と
は
、
重
大
な
憲

法
違
反
の
疑
い
が
あ
り
ま
す
。

人
権
侵
害
・
憲
法
違
反
の
監
視
シ
ス
テ
ム

こ
の
警
察
・
消
防
委
員
会
に
出
席
し
た
警

視
庁
幹
部
（
公
安
部
長
、
刑
事
部
長
、
生
活

安
全
部
長
、
警
備
部
長
、
総
務
部
長
）
は
、

次
の
よ
う
な
答
弁
を
行
い
ま
し
た
。

・
警
視
庁
の
登
録
デ
ー
タ
と
合
致
し
な

か
っ
た
顔
画
像
デ
ー
タ
は

構
造
上

瞬

、

「

時
に
消
去
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
」
か
ら
、
都
民
・
国
民
の
顔
画
像

デ
ー
タ
は
「
実
質
的
に
警
察
に
提
供
さ

れ
る
こ
と
に
は
当
た
ら
な
い

。
」

・
新
シ
ス
テ
ム
に
は

「
官
民
パ
ー
ト
ナ

、

ー
シ
ッ
プ
」
に
も
と
づ
い
て
、
民
間
が

設
置
管
理
し
て
い
る
防
犯
カ
メ
ラ
を
利

用
す
る
。
警
視
庁
が
新
た
に
カ
メ
ラ
を

設
置
す
る
こ
と
は
し
な
い
し
、
警
視
庁

が
管
理
す
る

街
頭
防
犯
カ
メ
ラ

[

＊]

「

」

を
新
シ
ス
テ
ム
に
は
接
続
し
な
い
。

警
視
庁
は
、
新
宿
歌
舞
伎
町
・

［
＊
］

渋
谷
・
池
袋
・
上
野
・
六
本
木
の
５
地

区
に
合
計
１
５
０
台
の
カ
メ
ラ
を
設
置

し
、
各
警
察
署
と
警
視
庁
本
部
で
、
モ

ニ
タ
ー
と
録
画
を
行
っ
て
い
ま
す
。

顔
照
合
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
警
視
庁
直
轄
の
監
視
カ
メ
ラ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
反
対
す
る

東
京
都
議
会
の
警
察
・
消
防
委
員
会
（
３
月

日
）
で

17

警
視
庁
幹
部
が
「
３
次
元
顔
形
状
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
自
動
照
合
シ
ス
テ
ム
」
計
画
に
つ
い
て
答
弁



- -7

2008年 8月6日 第２１号

警
視
庁
幹
部
は
、
登
録
デ
ー
タ
と
合
致
し

な
か
っ
た
顔
画
像
デ
ー
タ
は
消
去
さ
れ
る
か

ら
、
都
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
な
い

と
答
弁
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
保
障

・
担
保
す
る
手
だ
て
も
、
な
ん
ら
示
さ
れ
て

い
ま
せ
ん

車
の
Ｎ
シ
ス
テ
ム
の
場
合
も

消

。

「

去
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
７
年
後

で
も
す
べ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明

さ
れ
ま
し
た
（
前
述
の
愛
媛
県
警
ウ
ィ
ニ
ー

流
出
事
件

。
警
察
が
一
旦
入
手
し
た
記
録

）

を
消
去
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
照
合
す
る
べ
き
顔
デ
ー
タ
の
登

録
に
あ
た
っ
て

「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
疑
わ
れ

、

る
人
物
」
を
、
誰
が
、
い
か
な
る
基
準
で
、

認
定
す
る
の
か
、
一
切
明
ら
か
に
さ
れ
て
は

い
ま
せ
ん
。
登
録
デ
ー
タ
が
公
表
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
事
実
上
警
察
権
力

が
自
由
に
設
定
で
き
ま
す
。
警
視
庁
が
動
静

を
掌
握
し
た
い
人
物
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す

「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
疑
わ
れ
る
」

。

と
い
う
名
の
も
と
に
、
戦
争
や
憲
法
改
悪
に

反
対
し
た
り
、
環
境
破
壊
や
貧
困
問
題
に
と

り
く
ん
で
い
る
市
民
の
デ
ー
タ
が
登
録
さ
れ

て
も
、
私
た
ち
に
は
全
く
分
か
ら
な
い
の
で

す

「
自
分
は
テ
ロ
リ
ス
ト
で
は
な
い
か
ら

。

」

。

関
係
な
い

と
安
心
し
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

た
だ
ち
に
「
顔
照
合
シ
ス
テ
ム
」
計
画
を
中

止
し
、
計
画
の
全
容
を
明
ら
か
に
せ
よ

こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
議
会
で
審
議

が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
ま
ま

「
３
年
後

、

の
到
達
目
標
」

試
験
運
用
が
決
定
さ
れ
、

=

準
備
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
人
権
（
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
、
肖
像
権
）
を
侵
害
し
重
大
な
憲

法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
こ
の
計
画
は
た
だ
ち

に
中
止
す
べ
き
で
す
。

東
京
都
と
警
視
庁
は
、
こ
の
計
画
の
す
べ

て
を
明
ら
か
に
せ
よ

「
空
港

「
大
規
模
集

。

」

客
施
設

「
大
規
模
地
下
街
」
が
あ
る
地
区

」

か
ら
「
モ
デ
ル
地
区
」
を
選
定
す
る
と
い
う

が
、
こ
の
「
モ
デ
ル
地
区
」
と
は
ど
こ
な
の

か

「
シ
ス
テ
ム
実
用
化
に
あ
た
っ
て
は
、

。
３
次
元
画
像
へ
の
変
換
技
術
及
び
照
合
時
間

の
短
縮
化
を
図
る
技
術
を
大
学
研
究
機
関
や

企
業
と
共
同
で
研
究
・
開
発
す
る
」
と
さ
れ

、

「

」

て
い
る
が

こ
の

大
学
研
究
機
関
や
企
業

と
は
ど
こ
な
の
か
。
２
次
元
の
顔
写
真
を
３

次
元
の
立
体
画
像
に
復
元
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
登
録
す
る
と
い
う
が
、
こ
の
２
次
元
の

顔
写
真
は
ど
こ
か
ら
入
手
す
る
の
か
。
運
転

免
許
証
の
写
真
を
使
用
す
る
の
か
ど
う
か
。

す
べ
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
す
。

「
テ
ロ
対
策
」
で
あ
れ
ば
、
な
ん
で
も
ま

か
り
と
お
る
風
潮
が
、
今
回
の
洞
爺
湖
サ
ミ

ッ
ト
の
異
常
な
ま
で
の
「
テ
ロ
警
備
」
に
よ

。「

」

っ
て
い
っ
そ
う
醸
成
さ
れ
ま
し
た

テ
ロ

と
さ
れ
る
も
の
が
な
ぜ
起
き
る
の
か
と
い
う

問
い
か
け
は
か
き
消
さ
れ

「
テ
ロ
対
策
」

、

に
協
力
す
る
こ
と
が
市
民
の
責
務
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
高
精
度
で
ス
マ
ー
ト
な
テ
ロ
対
策
」
と

警
視
庁
が
自
賛
し
て
い
る
「
３
次
元
顔
形
状

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
自
動
照
合
シ
ス
テ
ム
（
顔
照

合
シ
ス
テ
ム

。
そ
れ
は
、
超
監
視
社
会
の

）
」

新
し
い
段
階
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
、
絶
対

に
許
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

カ
ン
パ
を
お
願
い
し
ま
す

郵
便
振
替
口
座
番
号

０
０
１
４
０
‐
９
‐
４
９
８
９
８
９

口
座
名

監
視
社
会
を
拒
否
す
る
会

１
口
１
０
０
０
円
か
ら
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